
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  収益の認識基準                      

Ｑ：平成30年の税制改正では、収益の認識

等について明確化が図られるとか。どのよう

になるのですか？                                     

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

平成30年の税制改正では、収益の認識等に

ついて次のような措置が講じられます。 

 ①資産の販売もしくは譲渡又は役務の提供

(資産の販売等)に係る収益の額として所得

の金額の計算上、益金の額に算入する金額

は、原則として、その販売もしくは譲渡を

した資産の引渡しの時における価額又はそ

の提供をした役務につき通常得べき対価の

額に相当する金額とすることを法令上明確

にする。 

 ②資産の販売等に係る収益の額は、原則とし

て、目的物の引渡し又は役務の提供の日に

属する事業年度の所得の金額の計算上、益

金の額に算入することを法令上明確化する。 

 ③資産の販売等に係る収益の額につき、一般

に公正妥当と認められる会計処理の基準に

従って②の日に近接する日の属する事業年

度の収益の額として経理した場合には、②

にかかわらず、その資産の販売等に係る収

益の額は、原則として、その事業年度の所

得の金額の計算上益金の額に算入すること

を法令上明確化する。 

 ④返品調整引当金勘定は廃止する。 

 ⑤長期割賦販売等に該当する資産の販売等に

ついて延払基準により収益の額及び費用の

額を計算する制度は、廃止する。 
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